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午前９時58分開会

会議に付した案件

○概要説明

県土整備部

１．県土整備部における災害に強い県土づく

りの取組について

２．県土整備部における災害復旧・復興の取

組について

○協議事項

１．県内調査について

２．県外調査について

３．次回委員会について

４．その他

出 席 委 員（10人）

委 員 長 佐 藤 雅 洋

副 委 員 長 齊 藤 了 介

委 員 坂 口 博 美

委 員 山 下 寿

委 員 川 添 博

委 員 山 内 いっとく

委 員 重 松 幸次郎

委 員 今 村 光 雄

委 員 山 内 佳菜子

委 員 黒 岩 保 雄

欠 席 委 員（１人）

委 員 丸 山 裕次郎

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

県土整備部

県 土 整 備 部 長 桑 畑 正 仁

県土整備部次長
（ 総 括 ） 井 上 大 輔

県土整備部次長
（道路･河川･港湾担当)

松 山 英 雄

県土整備部次長
（都市計画･建築担当) 中 原 学

高速道対策局長 栗 山 健 作

管 理 課 長 鬼 塚 保 行

技 術 企 画 課 長 植 村 幸 治

道 路 建 設 課 長 田 中 智 也

道 路 保 全 課 長 椎 葉 倫 男

河 川 課 長 和 田 安 生

ダ ム 対 策 監 山 下 修

砂 防 課 長 小 倉 浩 嗣

港 湾 課 長 岩 切 靖 考

都 市 計 画 課 長 松 田 豪 紀

美しい宮崎づくり
推 進 室 長 村 岡 昭 彦

建 築 住 宅 課 長 松 田 真 二

高速道対策局次長 岩 切 道 雄

事務局職員出席者

政策調査課主幹 野 中 啓 史

政策調査課主任主事 唐 﨑 吉 彦

○佐藤委員長 それでは、ただいまから、防災

減災・県土強靱化対策特別委員会を開会いたし

ます。

次に、本日の委員会の日程についてでありま

すが、お手元に配付の日程（案）を御覧くださ

い。

３、概要説明として、執行部から、県土整備

部に出席いただき、災害に強い県土づくりの取

組や災害復旧・復興の取組について、体制づく

りや人材育成の内容を含めた形で説明を受ける

こととしております。

執行部への質疑の後に、４、協議事項として、
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県内調査や県外調査等について御協議いただき

たいと思います。

このように取り進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 ありがとうございます。それで

は、そのように決定いたします。

では、執行部入室のため、暫時休憩いたしま

す。

午前９時59分休憩

午前10時１分再開

○佐藤委員長 委員会を再開いたします。

県土整備部の皆さん、おはようございます。

本日は、県土整備部に御出席いただきました。

執行部の皆さんの紹介につきましては、お手

元に配付の配席表に代えさせていただきたいと

存じます。

それでは、概要説明をお願いいたします。

○桑畑県土整備部長 県土整備部でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

今朝のニュースで、鹿児島県で線状降水帯の

発生のニュースがございました。このように近

年、気候変動に伴いまして、大規模な風水害が

激甚化・頻発化しております。

また、能登半島地震では、公共施設、インフ

ラなどに甚大な被害が発生いたしました。

本県でも、南海トラフ地震が想定されており

ますので、事前の防災対策としまして、県土の

強靱化を進める必要があると考えております。

本日は、県土整備部における災害に強い県土

づくり、災害復旧・復興の取組につきまして、

関係課長等から御説明いたしますので、よろし

くお願いいたします。

○植村技術企画課長 技術企画課でございます。

県土整備部における災害に強い県土づくりの

取組について御説明いたします。

資料の３ページを御覧ください。

国土強靱化を推進する枠組みを示しておりま

す。

強靱化を進める上での指針となる、国が定め

る国土強靱化基本計画に基づき、本県におきま

しても国土強靱化地域計画を策定しております。

計画の推進に当たっては、平成30年度から令

和２年度までの３か年緊急対策、令和３年度か

ら令和７年度までの５か年加速化対策、これら

の予算を活用して県土の強靱化を推進している

ところです。

次に、４ページを御覧ください。

現在取り組んでおります５か年加速化対策の

予算につきましては、表にありますとおり、令

和６年度は４年目になります。

前倒しで取組が進んでおり、４年目の予算は

令和５年度の補正予算で措置されております。

これまでの合計で、約83％の予算が措置され

ております。

次に、５ページを御覧ください。

本県におけるこれまでの国土強靱化の予算の

推移につきまして、赤色の部分が、平成30年度

から令和２年度までの３か年緊急対策で約332億

円、緑色の部分が令和３年度からの５か年加速

化対策で、４年目までの合計が約670億円となっ

ております。

これらを合わせまして、平成30年度からの７

年間において、国の補助・交付金事業で、約1,000

億円を確保してきたところです。

また、グラフの一番上の黄色の部分は、国の

強靱化予算と一体的に執行することで一層の効

果を発現する県単独事業の国土強靱化特別枠予

算で、総額約334億円を確保してきたところです。

次に、６ページを御覧ください。
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本県における強靱化対策は、３か年緊急対策

や５か年加速化対策予算の活用により着実に推

進しており、具体的には、東九州自動車道の開

通や４車線化の事業着手、河道掘削やインフラ

施設の老朽化対策などの取組が進められており

ます。

効果の一例としまして、令和４年台風第14号

では、過去の災害と比較すると浸水戸数の減少

など、防災・減災対策の効果が見られたところ

です。

しかしながら、いまだ浸水被害・公共施設の

被害が甚大であること、本県の高速道路や国県

道の整備は他県と比べて遅れていること、老朽

化したインフラ施設の対応が残っていることな

どから、県土の強靱化はまだまだ道半ばであり、

継続的・安定的な予算の確保が重要な課題と

なっております。

次に、７ページを御覧ください。

国においては、安定的な国土強靱化の推進を

求める地方からの声を受け、５か年加速化対策

後も引き続き計画的かつ着実な施策の推進を図

るため、昨年６月に国土強靱化基本法を改正し、

計画期間や事業規模などを定める国土強靱化実

施中期計画の策定を新たに位置づけました。

５か年加速化対策後は、この実施中期計画に

基づき強靱化の施策が実施されることから、引

き続き県土の強靱化を進めるために、先月実施

した国への提案要望では、実施中期計画の早期

策定と予算・財源の確保を盛り込んだところで

す。

続いて、８ページを御覧ください。

こちらのページから次のページにかけて、新

・宮崎県地震減災計画における具体的な減災対

策と令和６年度の主な取組内容を記載しており

ます。

これらの取組を含む県土整備部における防災

・減災の取組につきましては、この後、各項目

ごとに説明をさせていただきます。

技術企画課からは以上でございます。

○栗山高速道対策局長 資料の10ページを御覧

ください。

災害に強い県土づくりの取組のうち、道路関

係につきまして御説明をいたします。

左側の四角囲みが高規格道路の整備について

でございます。

昨年の３月に東九州自動車道の清武南から日

南北郷間が開通しまして、これによりまして国

道220号とのダブルネットワークとしての代替機

能を発揮できるようになっております。

こちらの資料では、事例としまして、昨年７

月の大雨の際の状況を記載しておりますが、こ

の際は、国道220号の宮崎市内海から日南市伊比

井までの区間が雨量規制によって通行止めと

なっておりました。その際に東九州自動車道が

迂回道路となって、代替路としての機能を発揮

したところでございます。

そして、まさに昨晩からの前線性の大雨によ

りまして、こちら220号につきましては２か所、

事前通行規制、雨量規制による事前通行止めが

発生しておりまして、現在も日南市の区間、宮

浦から風田の区間につきましては、依然として

通行止めになっております。現在におきまして

も、東九州自動車道が迂回路としての機能を発

揮しているといった、そのような状況でござい

ます。

次に、右側の四角囲み、３段になってござい

ますが、その一番上の四角囲みを御覧ください。

緊急輸送道路の整備でございます。緊急輸送

道路となっております国道219号、越野尾工区の

整備状況でございまして、整備前には、大雨に
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よりまして道路のり面が崩壊し、通行止めとなっ

ておりましたが、過去の被災箇所を迂回する形

で、災害に強い道路として整備が完了しておる

ところでございます。

次に、中段の四角囲みを御覧ください。

緊急輸送道路における橋梁の耐震化の事例で

ございます。国道218号でございますが、こちら

南海トラフ地震の発生時におきましては、全国

また九州各地から救命救急活動を行うために、

九州の西側から東側の沿岸に向かって一斉に道

路啓開を行います。いわゆる九州東進作戦の要

となる道路でございますが、こちら優先的に橋

梁の耐震化を進めているところでございます。

一番下の下段になりますが、こちら緊急輸送

道路で進めております無電柱化の事例でござい

ます。国道222号でございますが、地震や台風な

どによりまして、例えば電柱が倒壊して、道路

が通行止めとなる事象も多々発生するおそれが

ございます。この無電柱化を進めることにより

まして、そのようなリスクを軽減することがで

きると、そういった取組でございます。

以上が、道路関係の主な取組状況でございま

す。

○小倉砂防課長 砂防課でございます。

砂防課における災害に強い県土づくりの取組

について御説明いたします。

資料の11ページを御覧ください。

土砂災害に関する啓発活動の取組としまして、

地域にふさわしい防災力の強化のため、上段左

側及び真ん中の写真のように、小中学生や地区

住民を対象とした土砂災害防止教室・講座の開

催や、上段右側の写真のように、土砂災害を想

定した住民参加型避難訓練の実施など、市町村

や民間と連携しながら実施しております。

次に、土砂災害対策等の充実のため、土砂災

害防止工事を推進しており、下段左側の写真の

砂防堰堤や、下段真ん中及び右側の写真のよう

に、急傾斜地崩壊防止施設として、のり枠や擁

壁の整備を実施しております。

最後に、土砂災害警戒区域等の危険箇所の調

査・周知のため、土砂災害の危険性のある区域

において、基礎調査を実施し、土砂災害警戒区

域として指定を行い、市町村ハザードマップへ

反映していただくことで、危険箇所の周知を図っ

ております。

なお、本県の土砂災害警戒区域指定状況は、

令和６年３月末時点で１万5,281区域でございま

す。

今後も、ハード・ソフト一体となった土砂災

害対策を推進し、災害に強い県土づくりに取り

組んでまいります。

砂防課につきましては以上であります。

○岩切港湾課長 港湾課であります。

港湾における災害に強い県土づくりの取組に

ついて御説明します。

資料の12ページを御覧ください。

まず、細島港につきましては、左上の写真、

右端の赤囲みしております余島防波堤において、

粘り強い構造化を行っており、津波時の防波堤

の倒壊を防止いたします。

次に、中ほどの赤破線囲みが、現在整備中の16

号岸壁であります。

その下の２つの赤丸が港の利用者の安全を確

保するため整備した津波避難施設であります。

下段右側の写真を御覧ください。

こちらは、先月の５月22日に国、県、市で連

携して実施した支援物資の海上輸送訓練の様子

であります。

能登半島地震では道路が寸断され、支援物資

の輸送に支障が生じたことは報道されたとおり
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であります。

このことから、海上による救援物資の積み下

ろし訓練を実施しました。

今回の訓練は、熊本県の八代港を基地港とす

る国交省の船、これを細島港に入港するという

想定で実施されております。

今後も、このような訓練を県内の重要港湾に

おいて実施していくこととしております。

次のページ、13ページを御覧ください。

油津港と宮崎港の取組についてであります。

左側に油津港をお示ししています。

写真中ほどの赤実線で示している第10岸壁の

耐震化を進めるとともに、下の赤囲みにある東

外防波堤において粘り強い構造化を実施してお

ります。

右側の宮崎港の写真を御覧ください。

赤囲み３つがございますけれども、ここに津

波避難高台、これを整備しております。

港湾課については以上であります。

○松田都市計画課長 14ページを御覧ください。

都市計画における災害に強い県土づくりの取

組について説明をいたします。

まず、１、津波避難施設の整備についてです。

津波避難対策緊急事業計画に基づき、市町に

よる津波避難施設の整備が進められており、都

市局予算では、令和３年度末までに７市町にお

いて23か所が完成しておりまして、今年度から

は、延岡市が新たに４か所の整備に取り組んで

いるところです。

次に、２、安全・安心な生活環境の整備につ

いてです。

（１）密集市街地の整備、防災空間の確保に

つきましては、地震時の建築物の倒壊などによ

る人的被害を軽減するため、延岡市の岡富古川

地区など４地区にて土地区画整理事業を進めて

おります。

また、（２）避難場所・避難経路の整備につき

ましては、都城市の山之口運動公園など４か所

にて避難場所を、宮崎市の旭通線など９か所に

て避難経路の整備をしております。

15ページを御覧ください。

１、地震・津波災害に強いまちづくりの推進

についてです。

津波防災地域づくりに関する法律に基づき、

津波浸水想定が見直されることとなっておりま

すが、それを踏まえ、津波により、住民等の生

命・身体に危害が生ずるおそれがある区域で、

警戒避難体制を特に整備すべき区域として津波

災害警戒区域を県が指定することとしておりま

す。

右上に模式図がございますが、こちらは津波

災害警戒区域図に基準水位を表示するもので、

これは建物への津波のせき上げ高さを考慮して

おりまして、避難する上での安全な高さを示す

ことで、より具体的な警戒避難体制の整備が可

能となります。

左側のフローに戻っていただきまして、市町

はこの基準水位を基に、社会福祉施設や学校な

どの避難施設の指定などについて、地域防災計

画を改定することとなりますが、指定を受けた

施設の管理者は、避難計画の作成、公表、さら

に避難訓練の実施と市町長への報告が義務化さ

れます。

右のフローの今後の流れですが、県は、津波

災害警戒区域図を作成し、地域住民への周知な

ど関係市町と連携しながら、指定に向け取り組

んでまいります。

次に、２、下水道の早期復旧のための体制整

備についてです。

下水道機能の継続、早期回復を図るため、下
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水道ＢＣＰ対策マニュアルが国により公表され

ております。

この公表を受け、下水道施設を有する全ての

市町村で策定が完了しているところです。

また、下水道災害における情報伝達訓練を九

州・山口ブロックで毎年実施しているところで

す。

都市計画課の説明は以上です。

○松田建築住宅課長 続きまして、災害に強い

県土づくりの取組の建築物について御説明いた

します。

委員会資料の16ページを御覧ください。

主な取組としましては、一番上の青線の囲み

のところでございますけれども、令和２年の時

点で84％であった住宅の耐震化率を、令和７年

度に90％とすることを目標に、市町村と連携し

て支援事業を行っております。

また、能登半島地震の発生を受けまして、県

民の関心が高まっているこの時期に、木造住宅

の耐震化について重点的に啓発を行っていると

ころであります。

まず、資料左側の木造住宅耐震化の支援制度

であります。

ステップ１で耐震診断を行う場合、最大で13

万6,000円の補助が受けられます。

診断により耐震性が低いと判定された住宅に

対し、ステップ２の①総合支援制度による耐震

改修工事を行う場合は最大で100万円を、②安全

住宅住替え制度により除却や建て替えを行う場

合は、資料に記載のとおり補助を行う制度がご

ざいます。

いずれの補助制度も市町村が耐震化に取り組

む住宅の所有者等に補助を行う場合、国と県が

市町村に経費の一部を支援するスキームであり

ます。

その下の耐震化の効果としましては、南海ト

ラフ地震などの大規模災害において、住宅の耐

震化率を90％へ高めることなどにより、人的被

害が約１万5,000人から約2,700人に軽減できる

と推計されており、住宅の耐震化率向上に向け

て取り組んでいるところであります。

続きまして、資料右側の木造住宅耐震化緊急

啓発事業であります。

こちらは、今年２月の補正予算で新規事業と

して実施しているものであります。

能登半島地震の発生を受け、県民の関心が高

まっている中で、木造住宅の耐震化の取組につ

なげるため、テレビやラジオのＣＭ、新聞広告、

バス車内広告等、多様な広報媒体による啓発を

集中的に行い、関心を持たれた方が気軽に相談

できる専用相談窓口を設置し、相談者の要望に

応じてアドバイザーの派遣を行っております。

これらの取組により、既存の支援制度を活用

した耐震化のさらなる促進を図るものでありま

す。

続きまして、その下、被災建築物・宅地応急

危険度判定体制の整備であります。

南海トラフ地震などによる被災時に、地震後

の二次被害に対し、県民の安全を確保するため、

応急危険度判定活動を迅速に実施する必要があ

ります。

そのため、応急危険度判定士養成講習会の実

施や連絡訓練、判定資機材の備蓄等を行ってい

るところであります。

能登半島地震における被災建築物応急危険度

判定活動では、３万7,055棟の家屋について判定

が実施されており、１月２日から21日までの20

日間で、延べ2,672人の応急危険度判定士が派遣

され、現地で活動を行っております。

説明は以上であります。
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○和田河川課長 河川課でございます。

河川における取組について御説明いたします。

17ページを御覧ください。

河川では、流域のあらゆる関係者で行う流域

治水対策により、ハード・ソフト一体となった

水災害対策を推進しております。

左上の図、流域治水のイメージを御覧くださ

い。

流域治水は、気候変動の影響による水災害の

激甚化・頻発化等を踏まえ、河川区域における

堤防の整備や河道掘削などの対策をより一層加

速させるとともに、河川区域外においても、森

林整備や治山対策、利水ダムの活用、水田貯留

やため池等の活用など、流域に関わるあらゆる

関係者が協働して取り組んでおります。

ページ右側を御覧ください。

流域治水対策のメニューを記載しております。

下の写真は、ハード対策の一つである河道掘

削の状況であります。

その下に、進捗状況をまとめておりますが、

国の国土強靱化３か年緊急対策予算により、158

河川において約200万立米を実施し、現在取り組

んでおります５か年加速化対策予算では、52河

川において約200万立米の河道掘削を計画してお

ります。

左下の図を御覧ください。

ソフト対策としまして、浸水想定区域図の作

成にも取り組んでおります。

進捗状況ですが、県が管理する478河川全てを

対象に、令和７年度までに全て完了する計画で

取り組んでおります。

続いて、18ページを御覧ください。

次に、県土整備部における災害復旧・復興の

取組についてであります。

大規模災害時における災害復旧工事の対応と

して、まず、市町村や土木事務所等への応援態

勢の状況です。

概念図にありますように、図の右側、国から

は、リエゾンと呼ばれる情報連絡員の派遣やＴ

ＥＣ―ＦＯＲＣＥと呼ばれる緊急災害対策派遣

隊による支援等が行われております。

また、図の上、県土整備部においても応援制

度により、土木事務所や市町村への支援を行っ

ております。

このほか、宮崎県建設技術推進機構からの、

市町村への技術相談対応等の支援や、災害復旧

エキスパートによる、市町村への助言・指導等

のほか、全国防災協会の認定を受けた災害復旧

技術専門家による、県・市町村への支援・助言

がございます。

19ページを御覧ください。

次に、建設関係団体との協力体制であります。

県土整備部では、大規模災害発生時の備えと

して、建設業協会等と応急対策業務等に関する

協定を締結しております。

具体的には、災害対策本部が設置される規模

の災害時に、図の下側、土木事務所等から、各

地区の協会に協力を要請し、被害情報の収集、

応急対策業務などを実施していただいておりま

す。

また、災害が集中するなどし、各地区の協会

だけでの対応が困難な場合には、図の上側、本

庁を通じて、各協会の本部に広域支援の協力を

要請し、地区の枠を超えた協力体制により、対

応いただいております。

20ページを御覧ください。

最後に、能登半島地震における復旧に係る県

土整備部の対応について、御紹介させていただ

きます。

県土整備部では、地震が発生した１月から、
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仮設住宅支援、被害家屋調査、災害査定支援な

どの業務で、延べ14名を派遣しており、このう

ち２名は現在もそれぞれ石川県庁、輪島市役所

で支援業務に従事しているところです。

また、今後の被災地支援が、より効果的に実

施できるよう、派遣した職員による報告会を実

施しております。

現地状況の生の声を聞くことで、部内職員の

災害対応への意識向上が図られたところです。

説明は以上であります。

○佐藤委員長 ありがとうございました。執行

部の説明が終わりました。

御意見、質疑がございましたら、委員の御発

言をお願いいたします。

○山内佳菜子委員 御説明ありがとうございま

した。

16ページ目の木造住宅耐震化緊急啓発事業に

ついてお伺いしたいと思います。

相談窓口を設置されたということですが、こ

れまでの相談件数ですとか相談内容といったこ

とをお伺いできたらと思います。

○松田建築住宅課長 相談窓口につきましては、

一本化させていただきまして、宮崎県建築住宅

センターというところで相談を受け付けており

ますけれども、相談事業、窓口事業を開始しま

して、昨日までに127件の相談を受けておりまし

て、その多くが補助事業に関する説明と伺って

おります。

○山内佳菜子委員 ありがとうございます。127

件という数字が、比較が難しいとは思いますけ

れども、例えば昨年度までの相談件数ベースで

いうと多いのか少ないのか。県としての手応え

のようなものがあったらお伺いしたいんですけ

れども。

○松田建築住宅課長 詳しい昨年度の数字はご

ざいませんけれども、先月末までに全市町村訪

問いたしまして、各主管課の状況等を聞きます

と、窓口の127件の件数等を見ましても増えてい

るという形で考えております。

また、市町村につきましては、窓口の一本化

について、いろいろ負担が減ったということで、

喜ばれているところでございます。

○山内佳菜子委員 迅速に設置いただいて、あ

りがたい事業だなと思います。あと、このとき

に２月の議会で御報告、御説明いただいていた

こととしては、特に能登半島地震でも高齢化、

過疎化の地域での被災が大きかったと。耐震化

が進んでないところは、高齢者の方が多いとい

うようなお話もありました。

それで、県としても高齢者世帯へのアプロー

チを強めたいというようなお話もあったかと思

いますが、その部分についても何か取り組んで

らっしゃることですとか、今後の課題があった

ら教えてください。

○松田建築住宅課長 御高齢の方々は当然テレ

ビだとかラジオ、そして新聞等を見る機会もご

ざいますので、この事業におきまして、テレビ

で219本のＣＭ、そしてラジオで114本のＣＭ、

あと50台のバス広告をやりまして、いろいろ周

知が図られているのではないかというふうに

思っております。

また、高齢者等につきましては、各市町村か

ら戸別訪問していただいたりとか、そういうと

ころでお願いしているところでございまして、

今、その取組をやっていただいているところで

ございます。

○山内佳菜子委員 ありがとうございます。宮

崎はまだまだ耐震化率を伸ばしていかないとい

けないかなという部分で、県と市町村での役割

というか、すみ分けがこの事業によってできた
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というのは、一歩前進かなと思っておりますの

で、本当に高齢者の方への丁寧なアプローチ、

あときちんと耐震化までつなげるというような

ところまで、しっかり今後も対応いただけたら

と思います。

以上です。ありがとうございます。

○山内いっとく委員 15ページの津波浸水想定

の見直しについてなんですけれど、今どういう

状況なのかというのと、まだ僕が理解してない

だけかもしれないですけれど、いつまでに見直

しを終わらせるのかというのは、どういうスケ

ジュール感になっているのか、教えてください。

○松田都市計画課長 現在、県のほうで浸水想

定図の見直しを行っております。その浸水想定

図の見直しが終わりましてから、津波災害警戒

区域の指定を行っていくわけですが、７年度ま

でに沿岸10市町の指定を行っていきたいという

ふうに考えております。

○黒岩委員 まず、今回の事業でお礼なんです

けれど、河川とか急傾斜とか、いろいろ住民の

方から要望はあるんですが、本当に土木事務所

さん、迅速な対応をいただいておりまして、心

からお礼を申し上げたいと思います。

それで、まず５ページのところなんですが、

不勉強で申し訳ないんですけれども、この国土

強靱化の予算の補助とか交付金、こういうのの

補助率とか。あと国から枠があって、その枠に

応じて事業を上げるのか。事業に対して国が必

要な予算を全部つけてくれるのか、そのシステ

ムを教えていただきたいと思います。

○植村技術企画課長 枠につきましては、例え

ば５か年加速化対策事業でしたら、５か年で15

兆円という全体の枠が示されておりまして、そ

の分が例えば宮崎県に幾ら配分されるのかとい

うのは定かではありませんが、防災・減災対策

の中で重点的に進める施策メニューがございま

して、そこのメニューに沿ったものを要望して

いくという形になっております。

これまで５か年加速化対策につきまして、補

正予算で全て措置されておりまして、国の補助

事業と交付金事業を利用していますので、おお

むね50％程度の補助率となっております。

○黒岩委員 当初予算が少なくて、補正で予算

がつくみたいなんですけれども、その理由は何

なんでしょうか。

○植村技術企画課長 ５ページのグラフで見て

いただくと、青い部分が当初予算ということに

なっておりまして、若干の上下はございますけ

れど、極端に低いというわけではありません。

対前年度、大体100％というか、1.0で大体推移

しているということで、強靱化があるので、当

初が極端に少ないという認識ではございません。

○黒岩委員 理解としては、当初と補正と組合

せで予算が来るということの理解でよろしいん

でしょうか。

○植村技術企画課長 おっしゃるとおりだと思

います。

○黒岩委員 あと今度は14ページなんですけれ

ども、延岡のほうで追加で避難タワーを設置さ

れるというところなんですが、たしか私の記憶

によりますと、高齢化率とか、そういったもの

でもう一回、算定をし直したところ、ここは必

要なところが出てきたということで対処される

というふうに記憶しているんですが、この見直

しというのは、例えば今後５年単位とか、そう

いう感じで見直しをされていくんでしょうか。

○松田都市計画課長 先ほど避難訓練を各地で

行うという話をさせていただきましたけれども、

実際に訓練を実施したりですとか、地域の社会

情勢が変化したりですとか、そういった変化を
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することによって、地元自治体で必要というふ

うに判断した場合に、見直すということをやっ

ている状況でございます。

○黒岩委員 ありがとうございました。続きま

して、16ページのところなんですが、耐震化率

を７年度末までに90％にされるというところな

んですが、この目標とされるパーセント、実際

の棟数に対して、耐震化する場合に100万円の県

の補助があるということなんですが、実際目標

とされる棟数と確保される予算が合っているの

かどうかというところなんです。ある市町村に

よると非常に件数が少なくて、相談に行ったら

今年は何件しかないとかという状態が起こって

いるというふうに聞いているもんですから。そ

のあたり、いかがなんでしょうか。

○松田建築住宅課長 この90％の目標というの

は非常に、そこまで易しい目標ではないのかな

というふうに認識しております。ただし、着実

に耐震化率が伸びていることは確かでございま

す。そこをどう促進させるかというところがご

ざいます。その促進に向けて、予算の確保につ

いてはしっかり取り組んでまいりたいというふ

うに思っておりますので、この目標に近づける

ように一生懸命やりたいと思います。

○黒岩委員 ということは市町村から上がって

くる要望には対応できる予算は確保しているん

だという理解でよろしいんでしょうか。

○松田建築住宅課長 補正ですとか、いろんな

ことで各関係課とも協議しながら、しっかり予

算の確保をしてまいりたいと思います。

○黒岩委員 ありがとうございました。

○齊藤副委員長 まず、冒頭にお礼を申し上げ

たいのが、先日、夕方、県庁付近を走っていま

したら、職員の方が掃除をしてくださっていて、

お聞きしたら、県土整備部の皆さんがされてい

るということをお聞きしたので、本当に感謝申

し上げます。

お尋ねしたいのが、幾つか理解できてないと

ころがありまして、まず６ページの技術企画課、

下のほうに、国県道の整備率は、九州最下位

（約70％）と書かれているんですけれど、この

整備率というのはどのように計算されるものか

教えてください。

○田中道路建設課長 道路の整備率でございま

すが、まず改良率でございまして、道路の改良5.5

メーター、２車線でございますけれども、その

改良率で、改良が済んだものを延長割して率を

出しております。国県道併せて、現在70.5％と

いうような状況でございます。

○齊藤副委員長 改良率というのは、新しく道

路を造るということではなくて、既存の道路が

傷んできて、それを直すのにという考え方なん

ですか。

○田中道路建設課長 車の離合が困難なような

狭い道路、いわゆる一車線道路みたいなもの

を5.5メーター、車が離合できるように改良する、

幅員を広げるというような形を改良というふう

に位置づけて、その率を改良率ということで示

しております。

○齊藤副委員長 拡幅工事という理解でいいん

ですか。

○田中道路建設課長 拡幅、もしくは現道の拡

幅が困難な場合はバイパスということで、ルー

トを変えて２車線で整備する場合もございます

が、狭隘な道路を離合可能な２車線の道路に改

良した率ということでお考えいただくといいか

と思います。

○齊藤副委員長 あくまでもこれ国土強靱化な

ので、道路をより質を高めるという、そういっ

た意味の改良工事という理解でいいんですね。

令和６年６月21日（金曜日）
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○田中道路建設課長 国土強靱化も含みますし、

通常の日常生活の中での利便性とか、経済での

貢献とか、そういうもの全て考える中での一つ

の指標かというふうに思っております。

○齊藤副委員長 分かりました。あと12ページ

の港湾課のところで、資料の下のほうに官船派

遣事務所って記載があるんですけれど、この官

船派遣事務所は初めて聞く言葉なので教えてく

ださい。

○岩切港湾課長 国交省がいろいろ船を持って

おります。その船を持っている事務所、そこが

派遣できる事務所ということで、九州の中では

八代港、熊本港、北九州港にそういった船が配

置されているという状況にあります。

○齊藤副委員長 分かりました。ありがとうご

ざいます。

あと13ページの下に、県が整備された一ツ葉、

それから東地区の北と南と３か所記載されてい

るんですけれど、大体避難高台を整備するのに、

実績としてどれぐらいかかったものなのか、そ

れぞれ教えてください。

○岩切港湾課長 収容する人員について、まず

お答えを差し上げたいと思いますけれども、一

ツ葉地区に関しましては3,300名を対象に収容す

る施設でございます。あと東地区の北について

は400名を収容する予定であります。あと東地区

の南に関しましては1,300名となっております。

それぞれの事業費と期間につきましては、全

体のものだけしか持っておりませんので、後ほ

どお答えしたいと思います。

○齊藤副委員長 あと14ページの都市計画課の

下のところに、避難場所・避難経路の整備とい

うことで、令和６年度の実施箇所がそれぞれ書

かれているんですけれど、それぞれが記載され

た資料を頂きたいんですけれど。

○松田都市計画課長 準備してお持ちしたいと

思います。

○齊藤副委員長 あと最後、これも言葉の理解

ができてないもんで、17ページの河川課の分で

河道掘削というところがあるんですけれど、私

は、河道掘削としゅんせつとがまだごっちゃに

なっていますが、そこを教えてください。

○和田河川課長 河道掘削としゅんせつの違い

についてであります。

河道掘削といいますのは、河川がもともと断

面が狭いというか、その断面では水が流し切れ

ない、あふれてしまうというところで、要は川

の拡幅、掘り広げて水が流れる面積を広げると

いうのが河道掘削というふうに呼んでおります。

一方、しゅんせつにつきましては、もともと

あった河道に土砂がたまってきて堆積してし

まったといったものを取り除く。要は維持管理

の上でたまった土砂を取り除くというのをしゅ

んせつというふうに呼んでおります。

○齊藤副委員長 そしたら、河道掘削というの

はあくまでもしゅんせつ、たまったものを取り

除くという意味ではなくって、もともとの河川

を広くしたり深くしたりとするのが河道掘削と

いうことでいいんですか。

○和田河川課長 おっしゃるとおりです。

○齊藤副委員長 分かりました。以上です。あ

りがとうございました。

○田中道路建設課長 先ほどの道路の改良率に

ついて補足をさせていただきます。

先ほどの70.5％は、国県道の県が管理する分

の改良率でございますが、緊急輸送道路、災害

の際の輸送道路となる緊急輸送道路につきまし

ては、今は県管理道路で85.1％の改良率という

ふうになっております。

○佐藤委員長 70.5を85.1に修正ということで

令和６年６月21日（金曜日）
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すか。

○田中道路建設課長 70.5％は国県道全て、緊

急輸送道路以外の道路も含めた改良率が70.5％

ございまして、災害時の緊急輸送道路だけに絞っ

てみますと、改良率は85.1％ということでござ

います。

○齊藤副委員長 今の緊急輸送道路といったら、

どういった道路になるか教えてください。

○田中道路建設課長 大規模な災害時に軸とな

るのは東九州自動車でございますけれども、こ

の東九州自動車道を補完する形で、県内の縦軸

と横軸を形成する国道や県道です。この重要な

国道や県道を緊急輸送道路ということで位置づ

けしております。

○齊藤副委員長 国道、県道全てが緊急輸送道

路ではないですよね。

○田中道路建設課長 緊急輸送道路は、まず第

一次の緊急輸送道路というのがございまして、

これは県庁所在地とか地方中心都市や重要港湾、

空港を結ぶ道路でございます。

第二次緊急道路につきましては、この第一次

緊急輸送道路を補完する、市町の役場とか、そ

ういうものを結ぶネットワークということで、

そういうふうな主要な地点を結ぶネットワーク

を緊急輸送道路ということで位置づけて、重点

的に整備を進めております。

○齊藤副委員長 勉強になりました。

○坂口委員 今後の課題である治水対策です。

まず遊水地を確保していくという計画が一つあ

ります。これもかなり効果があることなんです

けれど、遊水地となると農地だったり、いろん

な個人所有の土地を一定区域、囲まざるを得な

いです。いざというときは、そこに水を入れて

いくということで。

事前にその了解、同意とか、それから補償に

対する契約とかを準備しといて、そしてこうい

う条件になったときは流させていただきますと

いう了解を事前に求めとかないと、雨が降るら

しい、降水帯ができるらしいからの交渉じゃい

けないと思うんです。

それが一つあるのと、今後のスケジュールの

中にそういうのもあると思うんですけれど、そ

れがもう一つと、結構大きいのが水田の貯留能

力を利用する。ちょうど降水期、雨の時期に合

わせて田植が始まるもんですから、田んぼはほ

とんど水が入っているんです。そこでどれだけ

の、治水のための容量が確保できるかだけれど、

水の排水口から抜けた後の土手の高さが容量で

す。そのためには雨前にそこを塞がないと駄目

です。そしてためないと。

この行為がかなり危険なのと、相当な箇所が

あるということで、雨の時期、稲が植わってい

る時期に、水田を遊水のためのスペースとして

確保しようとすると、そこらは誰が閉めるんだっ

て、いつ指示を出すんだって、それに伴うリス

クというのはどうするんだって。また効果が大

きいんですけれど、かなり難しい問題があると

思うんですけれど、これらの整理というのは効

果を考えると大変だけれど、事前に整理しとい

て、いざというときはそこをぴたっと塞げるよ

うにして。

水田が今どれぐらい県内であるんか分からん

けれど、仮に２万町歩あったとしたら、圃場整

備で今30センチの畦畔をつくっていますから、

５センチから10センチぐらいが実際に田んぼに

張られている水だと思うんです。20センチのゆ

とりがあって、２万ヘクタールっていったら、

どれぐらいになるんか。これは広域やけど、こ

れ事前の準備が要るし、同意が要ると思うんで

す。
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だから、そこらはぜひまた、これ県土整備部

単独で解決できる問題でもないし、農政水産部

あたりも絡んでくるでしょうし、１回、庁内的

にこれ整理されて、ぜひその準備をしっかり整

えておいてほしいなって気はします。

○和田河川課長 今御指摘のありましたお話は、

大変重要な課題であり、また大きな効果も感じ

られることかなと思っております。

まずは最初にお話がありました、その遊水地

の整備につきましても、今この流域治水プロジェ

クトの中では位置づけられております。

ただ具体的に、新たに遊水地を整備するとな

りますと、御指摘がありましたとおり、用地の

取得ですとか、了解が必要になってくるといっ

たところで、具体的には、まだ一級河川大淀川

の都城のほうで計画がなされているといったと

ころでございますが、それぞれの宅地、各家庭

で、例えば雨水をためるタンク、これが200リッ

トルとかためれるタンクですとか、あと庭にす

ぐ排水してしまわなくて、ちょっと板で塞ぐな

りして、５センチでも10センチでも庭に水をた

めていただくといったようなところで、これま

で都市化が進んできている中で、一気に川に水

が流れてきて川があふれてしまうというところ

を、逆に土地に浸透させたり貯留するというこ

とで、一つ一つは小さいですけれど、そういっ

た積み上げをすることで、まさにこれが流域治

水につながるのかなといったところで考えてお

りまして、国のほうが流域治水関連法案のほう

で改正している中では、そういったところへの

規制というお話もありますので、まだ県内では

そこは具体的には進んでいないところなんです

けれど、今後もまた検討を進めていきたいと考

えております。

それから、田んぼダムのお話です。こちらも

効果が大きいということで認識しておりまして、

農政水産部のほうでは、今のところ実証実験と

いうことで、200ヘクタールについて、田んぼダ

ムについて取り組むということで、用水に排水、

田んぼから吐き出すところに板をはめて、一定

水位以上上がったら放水するような形の、三角

堰板というふうに呼んでいるんですけれど、そ

ういったのを設置することで貯留を進めていこ

うということでは話がありますが、議員御指摘

がありましたように事前の放流、一旦、とにか

く水を吐いてもらうといったようなところは、

まだ検討をなされていないところですので、今

後また流域治水対策に取り組んでいく中で、ま

たそういったところについても、関係部局と一

緒に検討していきたいと考えております。

以上です。

○坂口委員 水田、事前放流まで至らなくても

現在の水位、そこから上というのはどこかから

出ているわけです。だから、出ているところを

閉めないと、そこに貯留能力が出てこないで、

誰がどの作業をやるかというのがひとつあるな

と。だから事前でなくてもいいと思う。直前に

閉めるという行為で、開けるじゃなくて。

それから遊水地なんですけれども、四、五十

年ぐらい前かな。よその県でだけれど、そこが

川下で被害が出るような洪水というのが、大体10

年に１回ぐらいの確率だったみたいです。

当時、稲で得られる収益というのが反当５万

ぐらい。それを10年間やったとき50万でしょう。

その倍ぐらいのお金を契約して払って、10年の

うちに１回水で、そこの田んぼに水を流された

としたって、倍ぐらいを補償としてもらってい

て、それは十分川下が了解していて歓迎してい

て、それが契約として成り立ってと。いざとい

うときはここに全て流しますよという遊水です。
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たまたま条件が合ったと思うんです。川の高

さと、そういった遊水地と予定している土地の

レベルとの差というんですか。そこに流して、

また下から排水、川へ戻していけるというよう

な立地条件が合ったと思うんです。自然のもの

を利用して、かなり大きい遊水地だと思うんで

す。逆に、霞堤を閉めるようなことでしょうか。

開けて閉めるというようなこと、そして時間差

をつけて、また流していく。

それをやるには、上空からのまず地形の調査

が一つ要るのかなというのと、そこに事前に、

補償金だと思うんです。損害の何倍かのものが

返ってくる。それをまた、それ以上の効果を受

ける、その住民の人たちが理解をして、税をそ

こに出すということに了解が取れるというよう

な。そういうのもちょっと適当な場所というの

があるとすれば、これは大きいと思うんです。

言われるようにバケツ一つ、おわん一つでも、

それは治水、それを雨が通り過ぎた後に流せば、

時間差で川を越すことのない効果があるから。

思いつきをぺらぺらしゃべっていますけれど、

結構実例もあることと、やろうとしたら課題が

事前に整理しとかんといかんところがあるなと

思ったもんですから。これは検討でもいいんで

すけれど、ぜひお願いしておきます。

○和田河川課長 貴重な御意見ありがとうござ

います。まさに流域治水は、令和２年度くらい

から取組を始めているところなんですけれど、

関係機関だけでなくて、各企業ですとか地域住

民、流域の皆さんが、それぞれが一人一人、自

分事として捉えて、治水という意識を持ってい

ただかないといけないというところが、非常に

大きな課題かなと思っておりますので、今いた

だいた御意見も踏まえて、また流域治水に取り

組んでまいりたいと考えております。

○坂口委員 ぜひよろしくお願いします。僕ら

も含めですけれど、よく行政が使うのに、資源

とか総動員ってありますけれど、治水資源とは

何ぞや。その総動員たる……。県民一人一人が

理解すべきかなと思いますので、ぜひよろしく

お願いします。

○山内いっとく委員 今水害対策ということで、

消防団、水防団の方に実際に聞くと、水門を閉

めるというときに……。管轄的には、県土整備

部とかになってくるんですかね。

一方、普通の消防団でいくと、危機管理のほ

うになっているのかなと思うんですけれど、実

際大雨が降って水門を閉めた情報というのが、

危機管理のほうは正式ルートでは都城市とか、

何も入ってこないと、土木整備の維持管理のほ

うでは何か把握しているようだけれどというこ

とで、地域の人からすると、水門を閉めた情報

というのが欲しいんだと、どこがいつ閉められ

たかというのが。各関係機関との連携というこ

とも言われましたけれど、いつ閉めましたとい

うのが見える形には何かできたりしないものか、

教えてください。

○和田河川課長 水門、樋門につきましては、

施設そのものは、治水上、必要なものについて

は河川管理者、県が管理している河川であれば、

県のほうで管理しておりますが、水門、樋門の

操作につきましては、基本的には各市町村さん

に委託、操作をお願いしているといったところ

で、その開け閉めをする判断とか、開け閉めし

ている状況についても、開け閉めする基準につ

いては県のほうで定めて、こういったルールで

お願いしますということでお願いしているんで

すけれど、実際今閉めているか開いているかに

ついては、そこは市町村さんのほうに把握をお

願いしてまして、河川のほうでは、今閉まって



- 15 -

令和６年６月21日（金曜日）

いるか開いているかというところのリアルタイ

ムの情報は入ってきていない状況であります。

○山内いっとく委員 市町村に聞くと、河川国

道事務所とかですか、そこの基準とかでやって

いて。市町村の危機管理課も、だからそこを今

閉まっている、開いているというのを正式には

把握していませんと言うんです。

どこがそうやってちゃんと持っていて、情報

提供できる立場にあるのかと。何か聞くと、も

し間違った情報を出してしまったときの責任が

取れないような、空振りでも大雨警報とか出し

ているのに、今、外水氾濫よりも内水氾濫で被

害を受けることが多いのかなと思うんですけれ

ど、どこかがちゃんと主になってやらないとい

けないかなと思うんですけれど、そこはどう考

えていらっしゃるんでしょうか。

○和田河川課長 水門、樋門につきましては、

その地域、もちろん市町村さんにお願いしてい

るんですけれど、市町村さんから消防団なりに

操作をお願いしているという話も聞いておりま

すので、その内水氾濫が起きる、中のほうの河

川といいますか、水路の流域の自治体の自治会

の方と消防団との連携というのが非常に大事な

のかなと思っております。

今伺っている中では、基本的にはそういった

自治会長さんなりと、あとは消防団のほうとで

そういった情報のやり取りをしているというふ

うには伺っていますので、そういったところで

の情報共有というのを図っていただくように、

また県のほうからも働きかけていくといったこ

とも必要かと思っております。

○山内いっとく委員 状況としまして、自治会

と消防団との連携なんですけれど、自治会の範

囲と消防団が管轄する水門の範囲が違っていた

りして、そこはできていない部分も若干あるん

です。そういうのも含めて、各市町村に連携に

ついて言っていただけたらありがたいなという

ことで、意見ということでお願いします。

○川添委員 17ページの河道掘削につきまして、

令和７年度までに一応洪水、浸水が想定される

地区のしゅんせつ、河道掘削が一応全てやり終

えるということで、またこれ継続の要望は出し

ているところなんです。今後、しゅんせつ、河

道掘削を行ったところは、またどうしても土砂

が堆積してくると思うんですけれど、大体河川

では同じようなポイントで、例えばちょっと曲

がっているところとか、たまりやすいところと

か、そういったところでしゅんせつ等をやって

いただいているわけです。地域の方々からは増

水が大分抑えられていて、非常に感謝されてい

るところであったんですが、これは大体どれぐ

らいの周期で、例えば同じようなところをしゅ

んせつしている場合にたまってくるのか。そこ

ら辺の河川の……。これ川によっても、また地

区によっても状況は違うでしょうけど、また同

じように最初から取っていくというところはど

れぐらい、何年ぐらいのスパンなのかなという

ところが、もし分かれば教えてください。

○和田河川課長 しゅんせつのサイクルにつき

ましては、委員のお話もありましたように、河

川によってまちまちで、上流、下流でもまたそ

れぞれですので、一概に何年周期というのはな

いところではありますけれど、一旦掘っておく

ことで、そこがまたたまるということで、ポケッ

トのようにつくっておくことで、次のしゅんせ

つのときには工事用道路とか仮設工事があまり

負担がかからないように、割とコスト縮減が図

れるような掘削の仕方ですとか、そういったと

ころに配慮しながら掘削工事は進めているとこ

ろです。
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○川添委員 あとこれ合計400万立米と。この土

砂は、相当な量なんですけれども、大体どうい

うふうに処分をされているんでしょうか。

○和田河川課長 こういった河道掘削で生じる

土砂、建設発生土と呼んでおるんですが、基本

的には公共工事間での利用、ほかの盛土工事が

あれば、そちらのほうで活用するというのが基

本的な考え方なんですが、どうしても全てそれ

で使えるわけではないといったところでいきま

すと、やっぱり捨て土をどこかに持っていって、

埋め立てないといけないといったようなところ

がございます。

今まさに、そういった捨て土場所がどんどん、

これだけのボリュームの河道掘削をしています

ので、そこの確保というのが課題になってきて

おりまして、市町村さんとも御協力いただきな

がら、こういった掘削土砂の土捨場の確保とい

うのには努めていきたいと考えております。

○川添委員 ありがとうございます。最後に、14

ページの津波避難施設の整備ですけれども、23

か所が完成しまして、延岡市において４か所を

予定されているということで、今後も避難タワ

ー、避難施設の計画といいますか、いろいろハ

ザードマップとか、沿岸部のほうを見ていると、

どう考えても避難タワーがあったほうがいいよ

うな場所が幾つか見られるんですけれど、そこ

ら辺の話というか計画……。延岡をつくって、

その後、またいろいろ協議をしていくのか。そ

こら辺が分かれば教えていただきたいと思いま

す。

○松田都市計画課長 先ほども質問がございま

したけれども、実際に整備をする段階で、机上

の想定で各自治体に配備をして、建設を進めて

きたところですけれども、実際に避難訓練など

を行った際に、津波が到達するまでに避難が完

了しないですとか、そういったことがある場合

には配置を見直して、さらに必要なものは整備

をしていくということになりますので、そういっ

たことを繰り返しながら、津波に強い地域づく

りを進めていくということになろうかと思いま

す。

○山下委員 さきの河道掘削の関連で、質問じゃ

ないですけれど。実は昔はこの河川というのは、

ほぼほぼ、どの河川にも砂利屋さんがあって、

砂利屋さんが全て、川の掃除をするような形で

砂利を取って販売をしててやっていたんですが、

今回はわざわざお金を出して業者に川を掘らし

て、砂利を捨てるというようなことがなされて

いるわけですけれども、なぜ、私は昔のような

形に戻されないんだろうかなと。

今、砂利なんか大きな山を砕いて、岩を砕い

て、わざわざ砂をつくったり砂利をつくったり

しているわけです。なぜ、どういう状況で砂利

屋さんの事業が廃止されたのか。そこが分かれ

ば教えていただきたいです。

○和田河川課長 河川の砂利採取、そちらにつ

いては昭和48年度に、それ以前から砂利採取を

していた業者さんにのみ、その場所での採取を

許可するということで、それ以外についても新

たな許可はしないというふうに決めております。

その理由なんですけれど、砂利採取業者さん

が掘りたいところ、取りたいところの場所と河

川管理上支障がある、掘削をしないといけない

ところというのが一致しないといったようなこ

とが生じておりまして、要は我々河川管理上、

ここの土砂を取らないといけないというところ

が、砂利としてあまり活用できないものが多く

混じっているとか、粒が大き過ぎるとか小さ過

ぎるとか、そういったところのマッチングがな

かなかできないといったようなところがあると
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か、河川管理上掘り過ぎて川底が下がり過ぎて

しまうといったようなところが、当時の時代背

景としてはあったんではないかと思っておりま

す。

ただ一方、現在確かに河川管理者のほうで、

国土強靱化予算で掘削を行っているんですが、

公募というのを行っておりまして、そのしゅん

せつした、掘削した砂利について買い取りませ

んかということで、そういった砂利採取業者さ

ん等に買取りの公募をかけておりまして、例え

ば令和５年度でいきますと1.2万立米ほどは骨材

化をしていただいているといったような状況も

ありまして、全部が全部、税金をかけて掘って

埋めるまでするというわけじゃなくて、有効活

用いただけるものについては購入して、有効活

用していただくといったような取組も進めてい

るところです。

○山下委員 私の地区あたりでも、昔は川であっ

たんだろうと思うんですけれど、田んぼを掘削

して、砂利を掘って洗って、分別して売ったり、

そういうことも過去にやってきています。

ですから、ああいう状況を見ると、今掘り過

ぎるとか、取っちゃいけないところを取るとか

言われるけれど、そこはちゃんと管理指導さえ

すればできるわけですから、決して多くない予

算ですから、そういうことも対応として、私は

県から国に提案して、今後見直していかないと、

なかなか……。人口減少で金はなくなる。そし

て、これだけの大雨が降り始めると、掘ったけ

れど、また埋まるのはどんなんですかという話

があったけれど、あれだけの水が来たら、一発

で埋まりますよ。ダムのあるところ、ないとこ

ろで違いますけれども。ですから、このことに

は未来永劫に金かけないと、川の掃除はできな

いと私は思うんです。

ですから、そこは臨機応変に考えを変えない

と、ここだったから絶対いけないんだでは……。

昔はとにかくずっと山の岩を割って、砂利をつ

くるなんかということは考えなかったわけです

から、あるものを有効利用していったわけです

から、ぜひそういうことも検討していただきた

いなと思います。

○和田河川課長 骨材業者さんとも意見交換を

している中なんですが、骨材業者さん自体が今

なかなか数が減ってきているというところで、

河川の砂利になりますと、掘る場所によって粒

の大きさなり量が変わってくるということで、

それに応じた骨材プラントの整備をまたしない

といけないと。

そういったところが、なかなか経費がかかる

ということで、今基本的には山の採石場から取っ

てきた、品質が安定しているものを活用すると

いうことは、コスト的にもメリットがあるとい

うことで、砂利業者さんのほうも、どうもそち

らのほうにシフトしているところが多いといっ

たようなところもありますので、河川の掘削に

つきましては、また骨材業者さんとも意見交換

しながら取組は検討していきたいと思います。

○山下委員 まさに今、そういういろんなプラ

ントの関係とかがあって、そういうことがある

んでしょうけれども。

私はあれと思ったのは、今運動公園に行く道

路が、一部セメントで舗装をやっているじゃな

いですか。もともと道路を舗装始めたとき、今

のアスファルトはなくてセメントでした。です

から、なぜ、あそこがまたセメントになってい

るのかなと思って、いつかどういう理由なのか

聞きたいなと思ったんですけれど、それが分か

れば教えてください。

○植村技術企画課長 分かる範囲でお答えさせ
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ていただきます。

コンクリート舗装の場合は耐久性があるとい

うメリットがある一方、ただ舗装をやり直して

開放するまでに時間がかかるというデメリット

もございます。また価格も高いと。アスファル

トの場合は、耐久性はコンクリートよりも低い

ですが、すぐにアスファルトを打ち直した後に、

交通開放が速やかにできるというメリットがご

ざいまして、一長一短ではあるというところで

す。

国道220号の木花の手前がなぜコンクリート舗

装かというのは、国土交通省の管理なので、試

験施工なのか、何なのかちょっと分かりません

が、そういったメリット、デメリットがあるの

で、場所を分けて、使い分けるということだと

思います。

○山下委員 要するにあそこは、国交省がテス

ト的にあんなことをやっているんですか。それ

ともあの地域はコンクリート舗装のほうがコス

ト的にというか、安全的にというか、いいとい

うようなことであんなことになっているの。

○植村技術企画課長 正直、国土交通省の管理

なので理由は定かではないんですが、あそこは

４車線なので、例えば２車線潰して施工する際

に、反対側に車を迂回させるとかいう、地理的

な状況もあって、試験なのか本施工なのかちょっ

と分かりません。理由は定かではありませんけ

れど、一応コンクリートとアスファルトのメリッ

ト、デメリットの違いについては、先ほど申し

上げたような形です。

○山下委員 分かりました。

○重松委員 河道掘削について、環境の問題で

す。例えば魚卵とか、そういう卵、魚の生態系

が変わるようなことにもなるかなというふうな

思いがあって、それには内水面漁協さんとの協

議とか、そういうことはされるんでしょうか。

○和田河川課長 掘削する際におきましては、

関係する漁協さんとも意見交換しながら掘削し

ておりまして、河川の掘削の基本的な考え方と

しましては、川の水が流れているところは掘ら

ずに、その横に河川敷といいますか、土が水面

よりも上に出ているところ、そういったところ

を基本的には掘るようにしておりまして、川の

中の水生生物には極力影響を与えないような掘

削の仕方を行っているところです。

○重松委員 なるほど。分かりました。あとも

う一点、雨水貯留の件なんですけれど、高岡も

そうですけれども、都城の下川東も、瓜生野の

ほうでも、地勢的に本流とか支流よりか低いと

ころには、どうしても用水路の水がどんどんあ

ふれて、たまっていくんです。ここには未活用

の国有地を活用しと書いてあるんですけれど、

国有地だけじゃないとできないものなんでしょ

うか。県とか市とか、そういうことはできない

んでしょうか。

○和田河川課長 例示として挙がっているだけ

ですので、国有地以外についても検討の余地は

あると考えております。

○重松委員 いつもそのようなところは水がた

まって、床下浸水になるということで、また改

良していただきたいと思います。

○今村委員 ２点、教えてください。６ページ

のインフラ施設の老朽化施設の対策未完という

ところなんですけれど、この老朽化施設という

のは、どういったものがあるのか、あとこの計

画等予定というのは、もう全然ないものなんで

しょうか。

○椎葉道路保全課長 例えば、橋梁、トンネル、

それから、大型のカルバートだとか門型標識だ

とか、舗装も含めて、そういった老朽化施設と
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いう位置づけをしているものがございます。

計画につきましては、長寿命化修繕計画とい

うものをそれぞれの施設でつくっておりまして、

５年に１回の点検をしながら、その点検結果を

踏まえて健全度を上げていくというような取組

を行っておるところです。

○今村委員 ありがとうございます。次に10ペ

ージの国道222号線の無電柱化ということで、今

していると思うんですけれど、これ以外も今後、

計画はあるんでしょうか。

○椎葉道路保全課長 無電柱化につきましては、

防災上、非常に有用な、有効なものだと考えて

おりまして、先ほど説明しましたけれども、都

市部の緊急輸送道路、ここを重点的に無電柱化

を図っていきたいと思っております。

南海トラフを想定したときに重要となる道路、

例えば国道218号だとか、ここに載っております

国道222号とか、こういった緊急時に輸送ルート

となる都市部について、無電柱化を進めていき

たいと思っております。

○黒岩委員 水門、樋門の管理の件なんですけ

れども、新富町ができないというようなことが

ありまして、その後のその部分の水門管理はど

うなっているかということと、もう一つは、ほ

かの市町村から同様の動きがないのかどうかを

教えていただきたいと思います。

○和田河川課長 新富町のほうで委託を拒否さ

れた水門について、７基ございますけれど、そ

れにつきましては、県が直営で操作をするといっ

たところで、今年度からもう既に取り組んでい

るところです。

ただ、その操作につきましては、県にはあま

りノウハウがございませんので、それまで操作

をされていた消防団ですとか、地域の方々とも

十分話合いをして、適切に操作できるように取

り組んでいるところです。

ほかの市町村さんからそういった意見がない

かといったところにつきましては、意見交換す

る中では、今のところ、そういったお話は聞こ

えてきておりません。

○黒岩委員 知事が今後は自動化とか、そういっ

たものを目指していくんだという話もちょっと

聞きましたけれども、その手順といいますか、

どういった取組をされていかれるんでしょうか。

○和田河川課長 樋門の自動閉鎖化につきまし

ては、これまでは東日本大震災を踏まえて、水

門操作員の命を守るということで、津波の浸水

が想定される区間について、優先的に自動閉鎖

化というのを取り組んできたところなんですが、

またこういった水門操作が難しいといったとこ

ろですとか、そのあたりを踏まえまして、それ

以外のところについても、今操作を委託を受け

ていただいている市町村さんとそれぞれ意見交

換しながら、優先度は市町村さんの意見も踏ま

えて、自動閉鎖化というのをより一層進めてい

きたいと考えております。

○黒岩委員 よろしくお願いします。ありがと

うございました。

○岩切港湾課長 すみません。先ほど御質問い

ただきました宮崎港の避難高台についての３つ

のそれぞれについての情報でございます。

一ツ葉地区の避難高台につきましては、平成28

年から令和２年度までの期間で工事をしており

まして、事業費は５億7,700万円、東地区の北の

避難高台につきましては、平成27年と28年に整

備をしておりまして、7,400万円、東地区の南の

避難高台につきましては、平成27年に整備をし

ておりまして、8,300万円の事業費となっており

ます。

○佐藤委員長 先ほど、齊藤副委員長からあっ
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た分も、松田都市計画課長、資料は全員にお願

いいたします。

ほかにございませんね。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 それでは、ないようであります

ので、県土整備部はこれで終了したいと思いま

す。

皆さん、御退席いただいて結構です。大変お

疲れさまでした。ありがとうございました。

暫時休憩いたします。

午前11時24分休憩

午前11時25分再開

○佐藤委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

協議事項（１）の県内調査についてでありま

す。

まず、７月23日火曜日、24日水曜日に実施予

定の県南調査ですが、お手元に配付の資料１を

御覧ください。

前回の委員会におきまして、調査先について

御一任をいただきましたので、御覧のような日

程表を作成しました。

初日ですが、まず、ひなた宮崎県総合運動公

園において、土地勘のない旅行者を含め、公園

利用者がどう避難することになるのかを調査し、

午後は、能登半島地震を念頭に、大隅半島に含

まれる串間市での防災計画や企業ＢＣＰ策定の

状況を調査するため、串間市役所と串間商工会

議所を訪問いたします。

その日は、鹿児島県志布志市に宿泊した上で、

翌日の午前に、国土交通省九州地方整備局志布

志港湾事務所で、大隅半島における港を利用し

た災害対応について、説明を受けることとして

おります。

午後は、ＮＨＫ宮崎放送局において、防災報

道の取組や公共放送の事業継続性について調査

する予定であります。

この日程案で御了承いただきたいと存じます

が、隣県を調査先に加えておりますので、一任

をいただいているところではありますけれど、

改めて隣県を調査先に加えることにつきまして、

皆様の御意見をいただきたいと存じます。

今年度の委員長会議確認事項において、県内

において調査先の選定が困難であり、かつ、県

政の重要課題に関して特に必要がある場合には、

日程及び予算の範囲内で、隣県を調査対象とす

ることができるとなっております。

今回、能登半島地震を踏まえた調査を行う必

要があると考えておりますので、串間市と日南

市の一部が含まれる大隅半島の状況を調査する

ため、隣県である鹿児島県にある志布志港を調

査したいと存じますが、御異議はありませんか。

○山内佳菜子委員 視察先としては異議はあり

ません。目的も明確ですので。宿泊地に関して、

志布志市になっていますけれども、県内じゃな

くてもいいとは思うんですけれども、県内の地

域活性化も含めて、県内で、串間市内で宿泊先

がないのかなとちょっと思ったんですけれども。

串間市内では宿泊確保が厳しいので、志布志内

で今御検討されているということでよろしいで

すか。

○佐藤委員長 そういうことでございます。

○山内佳菜子委員 はい、分かりました。

○佐藤委員長 ほかに御異議ございませんか。

よろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 ありがとうございます。それで

は、当委員会の県南調査は、資料の県南調査日

程表（案）のとおりといたしたいと思いますが、
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改めて御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 それでは、そのように決定をい

たします。

次に、８月６日火曜、７日水曜の実施予定の

県北調査ですが、お手元に配付の資料２を御覧

ください。

初日、まず延岡新港において、旭化成新港基

地株式会社の防災対策について、官民が連携し

て防護する協働防護の視点で調査をし、午後は、

五ヶ瀬ハイランドスキー場の再開に向けた取組

について、五ヶ瀬町役場から説明を受けた上で、

災害復旧の現場を視察する予定です。

その日は、高千穂町に宿泊をし、翌日の午前

に高千穂峡の遊歩道の災害の復旧状況を確認し

た後、国土交通省九州地方整備局延岡河川国道

事務所で、五ヶ瀬川流域の流域治水の取組につ

いて、お話を伺うこととしております。

午後は、宮崎地方気象台において、異常気象

や気候変動による災害の激甚化等について、気

象庁の取組と併せて説明を受ける予定です。

調査先の都合もあり、早々に調整を進めさせ

ていただいている箇所もございますので、特に

問題がなければ、この案で御了承いただきたい

と存じますが、御異議はございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 ありがとうございます。それで

は、そのように決定をさせていただきます。

なお、災害発生時や調査先の事情により、変

更が必要となる場合は、正副委員長に御一任を

いただきたいと存じますので、その点は御了承

いただきますようお願いをいたします。

暫時休憩いたします。

午前11時30分休憩

午前11時31分再開

○佐藤委員長 委員会を再開します。

次に、協議事項（２）の県外調査についてで

す。

実施期間は、10月16日水曜日から18日金曜日

の予定です。調査先について、御意見、御要望

があれば、今お伺いをいたします。10月16日水

曜から18日金曜日、水、木、金、２泊３日の予

定でございます。県外です。

○山内佳菜子委員 能登半島の被災地に御負担

がない範囲で。

○佐藤委員長 受けられるかどうかは先方に聞

いてから、負担のないところで。

○山下委員 もし行政が無理なら、近くに泊まっ

て、レンタカーで回るとかでも。行政が受け入

れられんというときには。

○佐藤委員長 そこを基本として。能登半島、

今回の災害に絡む状況、現場、いわゆる行政の

動きとか。

○山下委員 行政が対応してくれるのはありが

たいけれど、もしまだ大変だという状況なら、

現場を見とくことも大切。

○佐藤委員長 現場を見るということですね。

分かりました。ただいまの御意見を参考にさせ

ていただいて、準備を進めたいと思いますが、

具体的な調査先の選定については、正副委員長

に御一任いただきたいと存じますが、よろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 ありがとうございます。それで

は、そのような形で進めさせていただきます。

次に、協議事項（３）の次回委員会について

であります。

次回の委員会での執行部の説明内容などにつ

いて、御意見、御要望はございませんか。
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○山内佳菜子委員 個別避難計画とか、一般質

問でもちょっと話題になっているので、その取

組とか、そういった部分をちょっとお話し聞け

ないかなと思います。

○佐藤委員長 個別避難計画、危機管理局です

ね。ほかには。

○川添委員 資料にも下水道がちょっと入って

いたんですけれど、水道、下水道の耐震化率の

状況と今後の取組。

○佐藤委員長 上下水道耐震化の現状と今後の

取組ですね。ほかには。

○山下委員 意見書協議のときのあれをもう

ちょっと詳しく。この前のウォーターＰＰＰ。

○今村委員 もし可能であれば。

○佐藤委員長 次回で収まらない可能性もあり

ますけれど、そのときはその次とかいうことで、

今の意見を参考に。また細かいところを聞くか

もしれませんけれど、そういう流れでよろしい

ですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 では、ただいまの意見を参考に

いたしまして、次回の委員会の内容、またその

次の委員会の内容を検討したいと存じます。

なお、ほかの委員会との調整が必要になった

場合は、正副委員長に御一任いただきたいと存

じます。

最後になります。協議事項（４）のその他で

ございますが、委員の皆様からその他何かござ

いませんか。ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤委員長 ありがとうございます。次回の

委員会は、７月18日木曜日午前10時からを予定

しておりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、本日の委員会を閉会いたします。

お疲れさまでした。

午前11時36分閉会
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